
事故を起こした場合や発見した場合に
は、消防署、警察署、市町村役場、国、
県の機関等に連絡してください。
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★「みずおと」をご覧になっての感想やご意見をお寄せ下さい。
★工事現場や河川管理施設を見学されたい方は鮭川出張所までご連絡下さい。

鮭川出張所管内では、２月に入り水質事故(油
流出事故)が多く発生していることから、今後の
油流出事故を想定し、通行可能ルート(除雪実
施区間)の確認や取水箇所の確認と事故発生

時の資機材の運搬方法の確認、連絡体制と報
告内容の確認等について、机上訓練を実施し
ました。
油流出事故を起こすと油の回収(撤去)に費用

がかかります。油の回収に要した費用は、事
故を起こした原因者が負担することとなります。

灯油などの取り扱いには十分に注意してくださ
い。

どんな訓練をしたのかな？

荒井管理第一係長

２月２０日に新庄河川事務所にて所内業務報告会が行われました。

当出張所からは荒井管理第一係長が「雪捨て場としての河川敷
地等の活用について」報告し、優秀賞を受賞しました！

鮭川出張所と自治体の職員が雪捨て場の合同現地立会を行った
事、さらに自治体による回覧や鮭川出張所広報誌「みずおと」に
雪捨場を使用する際の守るべきルール、許可場所等を掲載し地
域住民へ情報発信した事により、長年ルールを守らず雪を堆積し
ていた場所の改善に取り組んだ内容を報告しました。

今後も積極的な広報を行い、地域とのつながりを大切にしてがん
ばっていきたいと思います。


